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令和２年第１回牛久市議会臨時会 

 

議事日程第１号 

    令和２年５月１２日（火）午前１０時開会 

 日程第 １．会議録署名議員の指名 

 日程第 ２．会期の決定 

 日程第 ３．議案第 ３９号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ４．議案第 ４０号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ５．議案第 ４１号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ６．議案第 ４２号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ７．議案第 ４３号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ８．議案第 ４４号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ９．意見書案第３号 新型コロナウイルスの感染に係わる茨城県に対する意見書の 

               提出について 

 日程第１０．決議案第 ２号 新型コロナウイルスの感染に係わる牛久市に対する要望書の 

               実行を求める決議について 



 

午前１０時０４分開会 

○議長（石原幸雄君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。定足数に達しておりますので、令和２年第１回牛

久市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会議録署名議員の指名 

 

○議長（石原幸雄君） 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１６番黒木のぶ

子君、１７番諸橋太一郎君をそれぞれ指名いたします。 

 次に、この際、諸般の報告をいたします。 

 まず、今期臨時会に提出のあった案件は、市長提出議案第３９号ないし議案第４４号の６件、

意見書案第３号の１件、決議案第２号の１件であります。 

 次に、今期臨時会に執行部より出席した者は、お手元に配付した名簿のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会期の決定 

 

○議長（石原幸雄君） お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日１日限りといたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしま

した。 

 次に、日程第３、議案第３９号ないし日程第８、議案第４４号の６件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第４１号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第４２号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて 



 

 議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて 

 

○議長（石原幸雄君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） おはようございます。 

 本日、令和２年度の第１回牛久市議会臨時会を招集しましたところ、議員各位の皆さんにお

かれましては、出席を賜り、ここに開会できますことを感謝申し上げます。 

 議案の説明に入る前に、一言御挨拶を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、市議会議員の皆様、そして多くの市民の皆

様から外出自粛要請や休業要請など、学校の臨時休校等に御協力をいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 茨城県における新規陽性者数の数値は著しく改善しており、牛久においてもこれまでに５人

の感染者が確認されておりますが、４月１７日以降新たな感染者は発生しておりません。皆様

の御協力に心から改めて感謝申し上げます。 

 また、この事態に混乱している当初より、多くの事業者の方々からマスクを優先的に低価格

でお譲りいただいたり、また、御寄贈いただきまして、感謝申し上げます。 

 この場をもちまして、改めて感謝を申し上げます。 

 このマスクにつきましては、牛久市医師会や歯科医師会、そして小中学校の教職員、児童ク

ラブの支援員に配布させていただきました。今後は、新型コロナウイルス感染症対策の長期戦

に備え、妊産婦などの特に外出の際にマスクを必要とする方々にもお届けできるよう計画して

おります。 

 また、この後議案の説明でも申し上げますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ための国の緊急事態宣言による休業要請により、市内の事業者におきましては、売上げが激減

しておりますことから、当市では牛久商工会と共同による飲食店等のテークアウト、デリバリ

ーの支援など、そしてハートフルクーポン券事業につきましては、事業者分を市が全額負担し、

市内事業者を支援してまいります。 

 また、特別定額給付金につきましては、５月１日からマイナンバーによる申請を開始し、２

０日以降順次申請書を各世帯へ郵送する予定でございます。特に早急に支給を求める方に対し

ては、ホームページに申請書を掲載し、ダウンロードして申請ができるよう手続を整え、明日

５月１３日には振込を開始いたします。 

 ちなみに、５月１日で、牛久の世帯数でございますが、３万６，８０７世帯でございます。 

 そして明日から給付するわけでございますけれども、５月１１日に、一度締め切りまして、



 

５月１３日に支払う世帯数は８５７世帯、支給額では２億２，５２０万円でございます。 

 さらに、国では、５月に「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を創設いた

しました。この交付金を活用し、牛久市といたしましても感染拡大の防止策をはじめ、感染拡

大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援してまいりたいと思います。 

 先日、牛久市議会からの新型コロナウイルス感染症に関わる要望書を受け取らせていただい

ております。要望内容につきましては、このような交付金を活用しまして、できる限り対策と

支援を実施し、市民の皆様と一丸となって、長期化している新型コロナウイルスとの闘いを乗

り越えていかなければならないと考えております。 

 市民の皆様には、不自由な生活が続いております。また事業者の皆様の経営にも大きな影響

が出ていることと思いますが、ここはもう少しの間、気を緩めずに、引き続きお一人お一人が

感染拡大防止に努めていただくようお願い申し上げます。 

 一日でも早く平穏な日常生活が送れるよう、収束に向けて全力で取り組んでまいります。 

 それでは、本臨時会に提出いたしました議案につきまして、御説明いたします。 

 本臨時会に提出いたしました議案は、専決処分の承認を求めることについての６件でござい

まして、市議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に

よる専決処分といたしましたので、その承認を求めるものでございます。 

 議案第３９号及び議案第４０号は、「地方税法等の一部を改正する法律」が本年３月３１日

に公布されたことに伴い、条例の改正について専決処分したものでございます。 

 議案第３９号は、牛久市税条例等の一部を改正する条例につきまして、固定資産税における

所有者不明土地等に係る課税上の課題に対応するための所要の改正並びに引用条項及び文言の

整理を行うものでございます。 

 議案第４０号は、牛久市都市計画税条例の一部を改正する条例についてでありまして、引用

条項及び文言の整理を行うものであります。 

 議案第４１号及び議案第４２号は、補正予算について同じく専決処分をしたものであります。 

 議案第４１号は、令和元年度の牛久青果市場事業特別会計補正予算（第１号）でありまして、

青果市場の販売手数料の減収に伴い、歳入予算の組替えを行うもので、予算総額に増減はござ

いません。 

 第１表の歳入歳出予算は、歳入のみの補正であり、青果市場販売手数料を減額し、同額を青

果市場財政調整基金繰入金から繰り入れるものでございます。 

 議案第４２号は、令和２年度の牛久市一般会計補整予算（第１号）でありまして、既定の予

算額に８７億３，９３７万８，０００円を追加し、予算の総額を３５８億９３７万８，０００

円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 



 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳入予算につきましては、分担金及び負担金と諸収入は、新

型コロナウイルス感染症対策に伴う保育園等の登園自粛要請を受け、休園した保護者に対する

保育料及び給食費の還付による減額でございます。 

 国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として行う「特別定額給付金」、

「子育て世帯臨時特別給付金」及び保育園での新型コロナウイルス感染症対策経費の計上に伴

う民生費国庫補助金の増額計上であります。 

 繰入金につきましては、今回の補正予算調製に伴い不足する財源を財政調整基金から繰り入

れるものでございます。 

 次に、歳出予算につきましては、民生費の社会福祉費は、新型コロナウイルス感染症緊急経

済対策として行う「特別定額給付金」の計上であり、児童福祉費は新型コロナウイルス感染症

緊急経済対策として行う「子育て世帯臨時特別給付金」及び保育園での新型コロナウイルス感

染症対策経費の計上であります。 

 商工費は、茨城県の新型コロナウイルス感染症対策貸付制度への負担金の計上及び新型コロ

ナウイルス感染症の影響による事業者の支援を行い、そして商工会のクーポン券付チラシ発行

への助成及びハートフルクーポン券の事業者負担分への助成の増額計上でございます。 

 議案第４３号及び議案第４４号は、新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置と

して「地方税法等の一部を改正する法律」が本年４月３０日に公布されたことに伴い、条例の

改正について同じく専決処分としたものでございます。 

 議案第４３号は、牛久市税条例の一部を改正する条例についてでございまして、市税におけ

る徴収猶予の特例制度の創設及び地方税法の改正に伴う所要の改正を行うものでございます。 

 議案第４４号は、牛久市都市計画税条例の一部を改正する条例についてでございますが、引

用条項の整理を行うものでございます。 

 以上が、専決処分の承認を求めることについての概要でございます。詳細につきましては、

お手元の議案書等により御審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（石原幸雄君） 以上で、市長の提案理由の説明は終わりました。 

 ここで自席にて暫時休憩をいたします。 

                午前１０時１７分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１０時１８分開議 

○議長（石原幸雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 この際、新型コロナウイルス感染対策として、質疑、討論の間の議席を指定いたします。 

 議席はただいま御着席のとおり指定をいたします。 



 

 これより議案第３９号ないし議案第４４号の６件について順次質疑を許します。 

 初めに、議案第３９号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第３９号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４０号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第４０号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４１号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第４１号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４２号についての質疑を許します。５番山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 山本です。よろしくお願いいたします。 

 議案４２号の一般会計補正予算、ページ数でいきますと９ページになります。 

 ０１２１一番上ですね。特別定額給付金を支給する。この中におきまして、先ほど市長のほ

うからも説明ございました５月１３日には８５７世帯に振り込まれるということですが、今ま

でオンラインと恐らく申請書、両方入っているかと思いますが、その内訳が分かりましたらお

示しいただきたいと思います。 

 職員手当が１，２００万円出ておりますが、この定額給付金を申請するに当たり、会計年度

任用職員というか、そういう方を雇用するかというお話も聞いたような気がいたしますが、こ

れを見ますと、今職員で当たっているのかなということなんですが、今どういう方の市の職員

で当たっていらっしゃるのかというのをお聞きしたいと思います。 

 それから、１２番の委託料ですね。特別定額給付金給付、この委託先と委託内容、分かりま

したらお示しいただきたいと思います。 

 そして、一般の方たちは５月２０日から郵送されるということで、その郵送が戻ってきてか

ら、大体どれくらいの期間で皆さんに振り込まれるかというところを教えていただければと思

います。 

 そして、ＤＶですね。ＤＶに配慮した方への申請というのが出ていると思いますけれども、

それが７月３０日までの申請でしたが、その辺の周知ですね。どういう方法で周知されたのか

というところをお尋ねいたします。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 答弁を求めます。保健福祉部長内藤雪枝君。 

○保健福祉部長（内藤雪枝君） 山本議員の数点の御質問についてお答えいたします。 

 まず、一番最初に、特別給付金の申請のオンラインと定額申請の内訳ということなんですけ



 

れども、オンライン申請につきましては、５月１日から申請を開始しております。７日までの

集約をしているんですが、約７００件、オンラインのほうで申請が来ております。定額申請に

つきましては、５月１１日、昨日現在で６９１件の申請が来ておりますので、トータルで１，

３９１件程度、今申請が来ているという状況になっております。 

 続きまして、職員手当のことについてということなんですけれども、職員手当につきまして

は、今現在手書きの申請の給付のほうを進めているんですが、こちらにつきましては、全庁で

協力をいただきまして、全庁の職員１０名のほうで電話対応と給付の処理を実施しております。

土日等も出ておりますので、その分についての手当ということになっております。 

 次に、３番目の委託料の内容ということなんですけれども、委託料につきましては、定額給

付金の給付事務ということで、こちらにつきましては、郵送申請を実施しましたその方につい

ての事務処理のほうを人材派遣会社等に人数を派遣していただいて、委託業務をするというこ

とを考えております。こちらにつきましては入札になりますので、明日入札をして、業者を決

定する予定となっております。 

 ４番目の定額申請について、いつ振り込まれるかというところ、すみません。申請をしてか

らどの程度で振り込まれるかということなんですが、どの程度申請が来るのかというような処

理状況にもよります。できるだけ早く給付ができるように順次対応しておりますが、１週間、

２週間程度、２週間以内には振り込むような形で目安として考えていただければと思っており

ます。 

 ５番目のＤＶの配慮ということなんですが、４月２８日から３０日まで、ＤＶの方について

は申請をというような広報をしていたんですが、方法といたしましては、ホームページ等で広

報をしていたというような形になっております。申請していただかないと分からないというと

ころはあるんですけれども、短期間でのというところがありましたので、ただ３０日過ぎても

そちらの広報については引き続き行いまして、給付期間中、いつでも受け入れられるような対

応をしてまいります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 土日も当たってくださっているということで、ありがとうございます。 

 郵送の事務処理はその委託先の方がおやりになるということで、オンライン申請ですね。そ

れっていうのは総務省のほうのホームページから行くわけですけれども、そのオンライン申請

に関してのチェック体制というのはどういうふうになっているのかというのをお尋ねしたいと

思います。 

○議長（石原幸雄君） 保健福祉部長内藤雪枝君。 

○保健福祉部長（内藤雪枝君） オンライン申請につきましては、マイナンバーカードを持っ



 

ている方が御自分で世帯員のお名前とか、そういったものを入力するような形になっておりま

す。そのデータをこちらのほうで吸い出しまして、それを紙ベースに落として、内容を住基の

ほうとチェックするという作業になります。マイナポータルの場合には、住基と連動してチェ

ック機能がございませんので、手書き申請と同じように一つ一つ確認するというような対応に

なっております。現状におきましては、手書き申請のチェックとともに併せて実施しているよ

うな状況です。以上です。 

○議長（石原幸雄君） ほかにありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第４２号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４３号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第４３号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４４号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第４４号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３９号ないし議案第４４号の６件

については、会議規則第３７条第３項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 御異議なしと認めます。よって、議案第３９号ないし議案第４４号の

６件については、常任委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） これをもって討論を終結いたします。 

 ここで自席にて暫時休憩をいたします。 

                午前１０時２８分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１０時２９分開議 

○議長（石原幸雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 



 

 これより議案第３９号ないし議案第４４号の６件について順次採決をいたします。 

 初めに、議案第３９号、専決処分の承認を求めることについて、本案は原案のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、議案第３９号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第４０号、専決処分の承認を求めることについて、本案は原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、議案第４０号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第４１号、専決処分の承認を求めることについて、本案は原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、議案第４１号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第４２号、専決処分の承認を求めることについて、本案は原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、議案第４２号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第４３号、専決処分の承認を求めることについて、本案は原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、議案第４３号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第４４号、専決処分の承認を求めることについて、本案は原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、議案第４４号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第９、意見書案第３号及び日程第１０、決議案第２号の２件についてを議題とい



 

たします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第３号 新型コロナウイルスの感染に係わる茨城県に対する意見書の提出について 

 決議案第 ２号 新型コロナウイルスの感染に係わる牛久市に対する要望書の実行を求める 

         決議について 

 

○議長（石原幸雄君） 提案者に提案理由の説明を求めます。１４番杉森弘之君。 

      〔１４番杉森弘之君登壇〕 

○１４番（杉森弘之君） 意見書案第３号と決議案第２号を提案させていただきます。 

 初めに、意見書案第３号、新型コロナウイルスの感染に係わる茨城県に対する意見書（案）。 

 新型コロナウイルスの感染拡大は日を追って激しさを増し、４月６日に牛久市は、県から

「感染拡大要注意市町村」（１０市町）の一つに指定され、１６日に国は緊急事態宣言の対象

地域を全国に拡大しました。そのような中で、熱が出てもＰＣＲ検査をしてもらえない、一斉

休校が続き家での見守りに限界を感じる、売上が急減し、会社・店舗の経営が持たない、急に

仕事がなくなり収入がゼロになった等、多くの市民から悩み・問合せ・要望が寄せられていま

す。 

 そこで、牛久市議会は茨城県に対し、以下の事項を要請するものです。 

記 

 一．県が独自施策として実施することを要請する事項 

 （１）県は、地域外来・検査センターの設置を拡大し、市町村ごとに一般外来との分離を厳 

   格にした発熱外来とＰＣＲ検査の整備を行い、新型コロナウイルス感染の早期発見と軽 

   症・無症状を含む感染者の分離療養を保障すること。並びに、県がマスク、アルコール 

   等を確保して各市町村への供給を保障すること。 

 （２）給食が止まる中で、子どもの食に対する支援態勢を強化するために、県は、各市町村 

   が商工業者やボランティア等と協力しテイクアウト方式等で食の提供ネットワークを構 

   築するよう指導・支援すること。 

 （３）県は休業要請に当たり、対象業種・施設を必要に応じて拡大し、かつ協力金（１０万 

   から３０万円）は休業要請の長期化に応じて増額すること。 

 （４）県税の納付猶予制度の周知徹底を図り、県民の活用に供すること。 

 （５）新型コロナウイルス感染症対策の融資に関し、県は、国や県が定めた保証料・利子の 

   減免措置に入らない残存分を補塡し、より完全な無保証・無利子に近づけ、県内小規模 

   事業主や個人事業主がさらに融資を受けやすく返しやすくすること。 



 

 二．県が国に対し、国の施策として実施・変更を求めることを要請する事項 

 （１）風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上継続などの相談・受診の目安を撤廃し、 

   体調に異変を感じ医師が必要と認めるすべての人に即時のＰＣＲ検査ができるよう、地 

   域外来・検査センターによるＰＣＲ検査態勢を市町村レベルまで拡張し、そのため財政 

   的支援をすること。 

 （２）小中高生全員へのタブレット貸与を含むＩＣＴ教育の推進を決断し、双方向のオンラ 

   イン教育と長期休校時の教育を保障すること。 

 （３）県が休業協力金に活用できる臨時地方交付金１兆円を５兆円に増額すること。 

 （４）一刻も早い新型コロナウイルス感染の収束に向け、事業者・労働者の全面的な協力を 

   得るために、安心して休業できるよう、とりあえず４月に遡って３カ月間、事業所家賃 

   と労働者賃金を１００％補償する休業補償を時実施すること。７月以降は状況を踏まえ 

   判断すること。 

 （５）消費税の支払猶予と共に、消費税そのものを再検討すること。 

 （６）中小・小規模事業主やフリーランスも含む個人事業主等に給付する、持続化給付金の 

   上限額（法人２００万円、個人事業者等１００万円）を倍増すること。 

 （７）雇用を守るために、雇用調整助成金と小学校休業等対応助成金の支給上限額１日８， 

   ３３０円、小学校休業等対応支援金の支給額１日４，１００円を倍増すること、煩雑 

   な手続きを大幅に合理化し申請の即日支給に近い状況にすること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 次に、決議案第２号、新型コロナウイルスの感染に係わる牛久市に対する要望書の実行を求

める決議について（案）。 

 新型コロナウイルスの感染拡大は日を追って激しさを増し、４月６日に牛久市は県から「感

染拡大要注意市町村」（１０市町）の一つに指定され、１６日に国は緊急事態宣言の対象地域

を全国に拡大しました。そのような中で、熱が出てもＰＣＲ検査をしてもらえない、一斉休校

が続き家での見守りに限界を感じる、売上が急減し会社・店舗の経営が持たない、急に仕事が

なくなり収入がゼロになった等、多くの市民から悩み・問合せ・要望が寄せられています。 

 そのような状況の中で、牛久市議会は、牛久市に対し、去る５月１日に市の独自施策として

早期に実施すべき事項として７項目、国や県が定めた施策で、市が積極的に公開し市民の活用

に供すべき事項として２項目を要望として早急に提出したものであります。 

 そこで、先に提出しました「新型コロナウイルスの感染に係わる牛久市に対する要望書」の

９つの事項の実行を、強く求めるものです。 

 以上、決議する。 



 

 以上でございます。 

○議長（石原幸雄君） 以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより意見書案第３号及び決議案第２号の２件について、順次質疑を許します。 

 初めに、意見書案第３号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で意見書案第３号についての質疑を終結いたします。 

 次に、決議案第２号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で決議案第２号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第３号及び決議案第２号の２件

については、会議規則第３７条第３項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 御異議なしと認めます。よって、意見書案第３号及び決議案第２号の

２件については、常任委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより意見書案第３号及び決議案第２号の２件について順次採決をいたします。 

 初めに、意見書案第３号、新型コロナウイルスの感染に係わる茨城県に対する意見書の提出

について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、意見書案第３号は可決されました。 

 次に、決議案第２号、新型コロナウイルスの感染に係わる牛久市に対する要望書の実行を求

める決議について、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（石原幸雄君） 起立全員であります。よって、決議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 

 以上で、今期臨時会に付議されました案件は全て議了されました。 



 

 これをもって令和２年第１回牛久市議会臨時会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午前１０時４３分閉会 

        ――――――――――――――――――――――――― 
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